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▼ 

ご
存
知
で
す
か
？
児
童
扶
養
手
当
制
度

環
境
衛
生
課�
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８
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５

　
児
童
扶
養
手
当
は
、
父
ま
た
は
母
と

生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
（
父
ま
た

は
母
が
重
度
の
障
害
状
態
の
と
き
も
含

む
）
子
ど
も
が
育
成
さ
れ
る
家
庭
の
生

活
の
安
定
と
自
立
を
促
し
、
子
ど
も
の

福
祉
の
た
め
に
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

◆
支
給
要
件

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
子
ど
も

に
つ
い
て
、
父
、
母
ま
た
は
養
育
者
が

監
護
等
し
て
い
る
場
合
に
支
給
さ
れ
ま

す
。

◦�

離
婚
、
死
亡
、
拘
禁
、
遺
棄
、
未
婚

な
ど
に
よ
り
、
父
ま
た
は
母
の
い
な

い
子
ど
も

◦�

父
ま
た
は
母
が
一
定
程
度
の
障
害
の

状
態
に
あ
る
子
ど
も

◦�

父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
の
Ｄ
Ｖ

保
護
命
令
を
受
け
た
子
ど
も
（
平
成

24
年
８
月
1
日
よ
り
新
た
に
加
わ
り

ま
し
た
）

　
※�

支
給
対
象
と
な
る
子
ど
も
は
、
18

歳
に
達
す
る
日
以
降
の
最
初
の
３

月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
ど
も

（
障
害
を
有
す
る
場
合
は
20
歳
未

満
）
で
す
。

　
※�

支
給
要
件
に
該
当
し
て
い
て
も
、

子
ど
も
が
児
童
福
祉
施
設
等
に
入

所
し
て
い
る
と
き
や
、
受
給
者
と

な
る
人
や
子
ど
も
が
公
的
年
金
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
な

ど
、
手
当
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。

◆
手
当
額
（
月
額
）

◦
子
ど
も
1
人
の
場
合

　
全
部
支
給
：
４
１
，
４
３
０
円

　
一
部
支
給
：
４
１
，４
２
０
円
～

�

９
，７
８
０
円

◦
２
人
目
：
５
，
０
０
０
円
加
算

◦
３
人
目
以
降
：
３
，
０
０
０
円
加
算

　
※�

受
給
資
格
者
本
人
ま
た
は
扶
養
義

務
者
の
所
得
に
よ
っ
て
は
支
給
停

止
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
手
当
を
受
け
る
た
め
の
手
続
き

　
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
す
る
た
め
に

は
、
申
請
が
必
要
で
す
。
必
要
な
書
類

な
ど
詳
し
く
は
福
祉
課
ま
た
は
各
支
所

町
民
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方

が
、
社
会
保
険
に
加
入
さ
れ
た
場
合
、
原

則
と
し
て
14
日
以
内
に
町
に
資
格
喪
失
届

と
併
せ
て
被
保
険
者
証
を
返
還
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
届
出
を
せ
ず
資
格
喪
失
し
て
い
る

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
で
病
院
等
を

受
診
し
た
場
合
、
国
民
健
康
保
険
が
負
担

し
た
医
療
費
を
返
還
し
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　
会
社
等
を
辞
め
ら
れ
て
社
会
保
険
（
任

意
継
続
を
さ
れ
て
い
る
方
や
家
族
の
扶
養

と
な
る
方
を
除
く
。）
の
資
格
を
喪
失
さ

れ
た
場
合
も
原
則
と
し
て
14
日
以
内
に
国

民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
届
出
を
行
う
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
場
合
は
必
ず
、
福
祉
課
ま

た
は
各
支
所
町
民
課
に
届
出
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

　
ま
た
、
交
通
事
故
等
で
被
保
険
者
証
を

使
用
し
治
療
を
受
け
た
場
合
も
必
ず
届
出

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
国
民
健
康
保
険
の
加
入
の
届
出
は
世
帯

主
の
方
が
代
わ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　
適
正
な
医
療
給
付
を
行
う
た
め
に
ご
協

力
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

▼ 

国
民
健
康
保
険
に
関
す
る 

届
出
の
お
願
い

▼ 
10
月
は
浄
化
槽
月
間
で
す

◆
浄
化
槽
の
維
持
管
理
に
つ
い
て

�

（
お
知
ら
せ
）

　
合
併
処
理
浄
化
槽
は
、
き
れ
い

な
排
水
を
維
持
す
る
た
め
、
適
切

で
定
期
的
な
維
持
管
理
が
必
要
で

す
。
こ
の
た
め「
浄
化
槽
法
」で
、

浄
化
槽
使
用
者
が
行
わ
な
く
て
は

な
ら
な
い
３
つ
の
義
務
が
決
め
ら

れ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ

さ
い
。
適
正
な
管
理
で
、
き
れ
い

な
水
環
境
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

①
保
守
点
検

　

�

４
カ
月
に
１
回
。（
点
検・調
整・

修
理
等　
有
資
格
業
者
に
依
頼
）

②
清
　
　
掃

　

�

年
１
回
。（
汚
泥
引
抜
・
機
器
洗

浄
等　
町
許
可
業
者
に
依
頼
）

③
法
定
検
査

　

�

年
１
回
。（
水
質
検
査
・
管
理
記

録
検
査　
県
指
定
検
査
機
関
「
㈳

広
島
県
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
」「
㈳

広
島
県
浄
化
槽
維
持
管
理
協
会
」

に
依
頼
）

※�

点
検
、
清
掃
の
回
数
は
最
低
回
数
で
、
使
用

状
況
等
に
よ
り
増
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

◦�

法
定
検
査
を
受
検
し
な
い
場
合
、
改
善

命
令
等
を
受
け
ま
す
。
こ
れ
に
違
反
し

た
場
合
は
30
万
円
以
下
の
過
料
の
罰
則

を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

◦�

法
定
検
査
は
毎
年
１
回
の
受
検
が
必
要

で
す
。
な
お
、
法
定
検
査
は
２
種
類
あ

り
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
次
表
を
参

照
く
だ
さ
い
。

◦�

対
象
は
合
併
浄
化
槽
だ
け
で
な
く
単
独

浄
化
槽
も
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

◦�
法
定
検
査
依
頼
に
つ
い
て
は
、
使
用
者

と
指
定
機
関
２
者
と
の
３
者
に
よ
る
契

約
締
結
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
な
お
、

契
約
に
つ
い
て
は
、
随
時
、
指
定
機
関

よ
り
お
知
ら
せ
が
あ
り
ま
す
。

●検査内容
○�ガイドライン検査
　・�国（環境省）が示した検査項目である86項目
全てを検査します。

○効率化検査
　・�外観検査項目を軽減し，水質検査項目など18
項目（ＢＯＤなど）に絞って検査します。

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
神石高原町 効率化 効率化 効率化 ガイドライン 効率化

ガイドライン検査と効率化検査の実施年

注１ �「効率化」とは，「効率化検査」，「ガイドライン」とは，「ガ
イドライン検査」のことです。

注２ �平成 29 年度以降については，平成 24 年度から平成 28
年度までと同様の順序で実施していくこととなります。

▼  冬期生活支援住宅入居者募集について
　町内にお住まいの方で，冬期において，町立病院に通院している方，家族等が入院し介護等が必要な方，公共交
通機関の利用が困難な地域に居住している方または冬期の生活に不安を抱える方に対して，安心して生活を送るこ
とができる場を提供するための，「冬期生活支援住宅」の入居者を募集します。

↑
至
東
城

至
福
山
↓

安
田
消
防
出
張
所

国
道
182
号
線

↑
至
阿
下

至
井
関・福
山
↓

←至上下

役場

神石高原町立病院

小畠郵便局

駐在所

メルシーさんわ

ビーブル神石三和

ふくかわストアー

保健福祉
センター

住宅

ま
ち
づ
く
り
推
進
課

�

☎
８
９-

３
３
３
２

　
広
島
県
初
の
シ
ニ
ア
ソ
ム

リ
エ
に
学
ぶ
、
分
か
り
や
す

く
て
楽
し
い
食
育
。
家
族
み

ん
な
が
笑
顔
で
健
康
で
い
ら

れ
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
を
学
び

ま
せ
ん
か
？

●
日
時

　
10
月
19
日
（
金
）

　
午
後
1
時
30
分
～
4
時

●
場
所　
三
和
公
民
館

●
内
容

　
「
ふ
る
さ
と
の
旬
を
食
卓

に
、心
身
と
も
に
健
や
か
に
」

～�

野
菜
の
効
能
を
知
り
、
旬

の
も
の
を
食
べ
る
意
味
を

知
る
～

●
講
師　
野
菜
ソ
ム
リ
エ

�

花は
な

井い

綾あ
や

美み

先
生

▼ 

食
育
講
演
会
を
開
催

　
食
べ
て
実
感
！

　
お
い
し
い
食
育
！

柿ジュースの試飲
があります

11
月
１
日
か
ら
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。

○
住 

宅 

名　
町
営
小
畠
冬
期
生
活
支
援
住
宅

○
募
集
期
間　
10
月
12
日
（
金
）
～
10
月
25
日
（
木
）

�

（
申
込
者
が
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

○
入
居
可
能
期
間

　

�

平
成
24
年
11
月
１
日
～　
平
成
25
年
４
月
30
日

○
募
集
戸
数　
２
戸
（
２
階
２
戸
）

○
家
　
　
賃　

�

月
額
２
４
，０
０
０
円

○
備
付
け
備
品

　

�

テ
レ
ビ
、
洗
濯
機
、
冷
蔵
庫
、
炊
飯
器
、
オ
ー
ブ
ン
レ
ン
ジ
、
電
気

こ
た
つ
、
照
明
器
具
、
カ
ー
テ
ン

○
入
居
資
格

・�

町
内
に
住
所
を
有
す
る
者
の
う
ち
、
次
の
す
べ
て
の
条
件
に
該
当
す

る
者

　
①�

本
人
お
よ
び
生
計
を
共
に
す
る
世
帯
員
全
員
が
自
動
車
運
転
免

許
を
有
し
て
い
な
い
者
ま
た
は
有
し
て
い
る
が
運
転
困
難
な
者

　
②�

町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
者

　
③
暴
力
団
員
で
な
い
者

・�

右
記
の
者
で
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
者

　
㋐�

町
立
病
院
に
通
院
し
て
い
る

者

　
㋑�

入
居
者
の
家
族
お
よ
び
親
族

が
町
立
病
院
に
入
院
し
、
ま

た
は
介
護
老
人
施
設
等
に
入

所
し
、
介
護
ま
た
は
援
助
が

必
要
な
者

　
㋒�

現
状
の
住
居
に
お
い
て
、
冬

期
生
活
が
困
難
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
者

○
申
込
場
所

　
建
設
課
ま
た
は
各
支
所
町
民
課

　
詳
し
く
は
、
建
設
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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